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法改正により、2024年12月2日に現行の健康保険証が廃止され、マイナ保険証になります。

マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナ保険証の利用申し込みをしていない方はお早めの取得、
利用申し込みのご検討をお願い致します。

次ページ以降にマイナ保険証の利用登録の方法や利用メリットについて記載していますので、

ご確認をお願い致します。

DMG森精機健康保険組合からのお知らせ

【関連情報サイト】

・厚生労働省HP

マイナンバーカードの保険証利用について（被保険者証利用について）｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)

マイナ保険証の利用と健康保険証の廃止について

※現行の保険証は経過措置として、最長１年間（2025年12月1日まで）使用できます。

※経過措置終了後、マイナ保険証を保有していない場合は、資格確認書（後日ご案内します）が交付される予定です。

【お問い合わせ先】

DMG森精機健康保険組合 45004@dmgmori.co.jp

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
mailto:45004@dmgmori.co.jp
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マイナンバーカードの保険証利用登録の方法



2024/04/25DMG森精機健康保険組合 3 / 5

マイナンバーカードの保険証利用の方法とメリット



2024/04/25DMG森精機健康保険組合 4 / 5

マイナンバーカードの保険証利用のよくある質問
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マイナ保険証Q&A（厚生労働省HP）

•Ｑ１．マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。
•Ｑ２．全ての医療機関・薬局で使えるようになりますか。
•Ｑ３．マイナンバーカードを健康保険証として利用するためにはどうしたらいいですか。
•Ｑ４．マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合の窓口負担はどのようになりますか。
•Ｑ５．保険者が変わった場合（保険者を異動した場合）の手続きは必要ですか。
•Ｑ６．マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。
•Ｑ７．医療機関や薬局での受付はどのようになりますか。
•Ｑ８．医療機関・薬局において、マイナンバーカードの表（おもて）面の情報を確認するために、一時的に患者のマイナンバーカードを預かることや、その表面をコピー
して、管理しておくことは可能ですか。また、具体的にどのようなケースで、こうした対応を行うことが想定されますか。
•Ｑ９．子どもの場合、本人が顔認証付きカードリーダーを操作できない場合はどうするのですか。
•Ｑ１０．障害がある場合、職員の方に介助をお願いしてもよろしいでしょうか。
•Ｑ１１．顔認証付きカードリーダーで写真は撮られますか。またその写真は保存されますか。
•Ｑ１２．窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。
•Ｑ１３．マイナンバーカードを毎回持参する必要がありますか。
•Ｑ１４．医療機関・薬局がマイナンバー（12桁の番号）を取り扱うのですか。
•Ｑ１５．利用者用電子証明書とは何ですか。
•Ｑ１６．マイナンバーカードを作らなくても、従来の保険証のままでもいいですか。
•Ｑ１７．マイナンバーカードの暗証番号がロックされてしまったのですが、健康保険証として利用できますか。
•Ｑ１８．マイナンバーカードの利用者用電子証明書の有効期限が５日を切っても、健康保険証として利用できますか。
•Ｑ１９．生活保護受給者の医療券、各自治体が対応している子ども医療費証明書は対象ではないのですか。
•Ｑ２０．訪問診療やオンライン診療ではマイナンバーカードを健康保険証として利用できないのでしょうか。
•Ｑ２１．医療機関等でオンライン資格確認を利用したら「資格（無効）」や「資格情報なし」と表示されるのですが、なぜこうした事象が起こるのでしょうか。
•Ｑ２２．マイナンバーカードの健康保険証利用登録ができているか確認する方法はありますか。
•Ｑ２３．マイナポータルで自分の薬剤情報や医療費通知情報などを見られなかったのですが、なぜですか。
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